
江南市子ども･子育て支援推進協議会会議録要旨 
 
１ 日 時  平成２６年１１月２５日（火） 午後２時００分～４時 

 
２ 場 所  江南市役所 ３階 第３委員会室 
 
３ 出席者  
   委 員 8名 

松尾昌之  沓名珠子  伊藤靖祐  大脇記子  櫻田有紀       

柴田広美  野木森千恵子  陸浦歳之 
   事務局 7名 

   傍聴者数 1名 

 
４ 次 第 

１． 子育て支援長あいさつ 
 ２． 議題 

    (1) 江南市次世代育成支援行動計画推進状況について 

    (2)  江南市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

    （3） 利用調整について 

３． その他 

   今後のスケジュールについて 

次回の会議日程について 2月下旬頃を予定 

 
 
委員長： 事務局から、議題１の江南市次世代育成支援行動計画推進状況についてと

議題２の江南市子ども・子育て支援事業計画（案）については関連があるため説明

を同時に行いたいとのことです。では、事務局より説明をお願いします。 

 
    ⇒事務局より資料 1及び資料 2に基づき説明 

 
【質疑】 
（委員） 
  №２の「家庭児童相談室」の相談件数は、計画策定時点の平成 20年度の実績数か

ら比較するとかなり減少しています。実施場所が市役所内に変わったことにより相談

件数の集計の仕方が異なるためであると聞いています。相談する方にとって利用しや

すい施設となっているのかを検証してください。 
 
（事務局説明） 
「家庭児童相談室」は市役所内に設置されている相談室ということで、やはりより深
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刻な相談内容が主なものになっており、件数も限定されています。気軽に相談できる

相談室としては、子育て支援センターでの子育て相談を利用していただいているもの

と考えられます。家庭児童相談室が、気軽に利用できる相談室を目指しＰＲしていき

たい。 
 

（委員） 
 №４の保育園の「延長保育」を利用しているお母さん方からの要望を聞くと、延長

保育でのおやつは、実費負担をしてもよいので保育園で用意してもらえないか。また、

帰宅後に夕食を準備し、食べさせると子どもにとっては遅い夕食時間になることもあ

り、給食等の提供は検討できないか。 
 
（事務局説明） 
 延長保育時間帯での食事の提供は、指定管理で運営している布袋北保育園でのみ実

施をしていますが、現在利用希望者がいないと聞いています。また、実費負担による

おやつの提供については、調査研究します。 
 
（委員） 
 №10の「交通渋滞時の抜け道防止対策」については、継続実施との報告内容ですが、

どれくらいの事業量に対して事業実施がされていますか。 
 
 
（事務局） 
 後日確認して報告します。 

 

担当課からの回答 

『この事業は、あらかじめ目標となる事業量を定めて実施しているものではなく、

事故等の発生状況や地元からの要望に応じて一方通行や時間帯進入禁止などの

規制について公安委員会等と検討し実施するものです。今後も事故防止に努め

ていきます。』 
 
（委員） 
 №12の「粗大ごみリサイクル品の無料配布」については実施状況が 25、26年度とも

に未実施となっていますが、今後の状況は？ 

 
（事務局） 
 従来は実施されていた環境フェスタにおける粗大ゴミリサイクル品の無料配布が実

施されなくなり事業が廃止となっている。廃止となった事業について行動計画におけ

る実施状況の報告の方法等を検討します。 
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（委員） 
№11の「男女出会いサポート」も実施状況が 25、26年度ともに未実施となっていま

す。少子化対策には有益な事業であると思うが今後、実施する見込はあるか。 
 

（事務局） 
愛知県の補助事業として始めた事業ですが、県の補助事業ではなくなった翌年の 24

年度までは市の事業として実施をしました。その後は、市の事業としてではなく、Ｊ

Ｃや商工会議所などによって同様の事業が行われています。市の事業として実施して

いく予定はありませんが、ＰＲ等に努めていきます。 

 

（委員） 
 それでは、議題(2)江南市子ども・子育て支援事業計画(案)について、計画内の文言

の整理をお願いします。 
  
（事務局） 
 整理して対応します。 
 
（委員） 
 推計人口の算出の考え方ですが、他の個別の事業計画との整合性は取られています

か。 
 
（事務局） 
  推計人口は、現在策定中の他の個別の事業計画と整合性を図っています。しかし

ながら実積値は基準日の相違に伴いそれぞれの数値を使用しています。子ども・子

育て支援事業計画は実績値の基準日を３月３１日で掲載することとしています。 
 
（委員長） 
 それでは、次に議題３について事務局、説明をお願いします。 
 

⇒事務局より資料 3に基づき説明 

 
（委員） 
  この基準表のなかで、虐待など特別の支援が必要な場合の優先利用については配

慮されていますか。 
 
（事務局説明） 
  便宜上、特別の支援の必要な場合も点数表記していますが、実際の運用において

は、優先利用できるように配慮します。 
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【議題は終了】 
 
  
【協議会終了】 
 

 
３． その他について   
 

（事務局） 

  事業計画についてはこの後、愛知県への協議と、パブリックコメントを実施しま

す。 

次回会議日程（2月中旬から 3月上旬）とシンポジウムの開催（平成 27年 1月 17

日）を予定しています。 
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